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コーポレートガバナンスの
現在地とこれから
日本企業におけるコーポレートガバナンス論は形式面が先行してきましたが、 

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するためには

実質面の強化が必要となります。

形式面が先行した結果、社外取締役の拡充は一巡しています。

しかし、取締役会におけるアジェンダの洗練、指名・報酬機能の高度化、

後継者計画といった重要な課題についてはまだまだ議論の途上にあるのが現実です。

コーン・フェリーとグロービスは共同で、役員の指名・報酬に関する

制度設計や運用の実態を、日本企業各社へのインタビューを通じて明らかにし、

監督と執行をともに実質的に機能させるための論点を整理しました。

また、対談による先進企業の事例は、これからを考える羅針盤になるはずです。
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執行機能を 
すべて事業会社へ

西　2022年に組織構造を変革し

たパナソニックグループですが、まず

コーポレートガバナンスの変遷につ

いてうかがいたいと思います。

三島　組織について言えば、以前は

カンパニー制でした。パナソニック株

式会社の傘下に、1兆円から2兆円

の事業規模を持つ社内カンパニーが

4社。いずれのカンパニーにも多くの

事業部があって、全体では30から40

の事業部があることになります。そして、

それぞれのカンパニー長は、パナソニッ

ク株式会社の取締役や執行役員代

表取締役が兼任していました。

西　グループ全体の経営は誰の責

任になりますか。

三島　パナソニック株式会社のCEO

と各カンパニー長の共同経営という

形です。そうなると、カンパニー長は、

監督と執行、またグループ全体の経

営と個々の事業の経営という一人二

役を期待されていることになります。

西　それはかなり難しいでしょうね。

三島　そうですね。各カンパニー長

は自分の管轄するカンパニーの事業

推進と同時に、他カンパニーを監督

する役割も果たします。それぞれが担

当する事業の執行責任を問われる立

場にあるわけですから、他のカンパニー

に対して踏み込んだ指摘をしにくいと

パナソニック ホールディングス株式会社
1918年、松下幸之助が松下電気器具製作所を設立して創業。その後、松下電器
産業株式会社として総合家電メーカーを経て、日本を代表する電機メーカーとなり、
2008年、社名をパナソニック株式会社に変更。さらに2022年4月にパナソニック
株式会社から現在の社名に変更して持株会社となり、7社の事業会社とともにパナ
ソニックのグループ体制を形成する。

C o m p a n y  P r o f i l e

日本のコーポレートガバナンスにおいて、先進事例の一つといえるのがパナソニックグループです。
2022年4月、それまでの「カンパニー制」から「事業会社制（持株会社制）」へと組織の大変革に

着手するとともに、コーポレートガバナンスについても見直しを図った同グループ。
この取り組みの実際や狙い、当事者としての思いなどを、グループのCHRO（最高人事責任者）・

執行役員である三島茂樹さんが、グロービスの西との対談で明らかにします。
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経営に変化をもたらす
“ツール”としてのガバナンス
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三島 茂樹    
Shigeki Mishima

1987年3月、大阪市立大学法学部卒業。1987
年4月、松下電器産業株式会社（現パナソニッ
ク ホールディングス株式会社）入社。同社事
業部門・本社部門にて一貫して人事畑を歩み、
組織責任者および事業・組織構造改革などの
プロジェクトを担当。2005年、国際経営マスタ
ープログラムをランカスター大学（英国）にて修
了。2013年9月より同社コーポレート戦略本
部人事戦略部部長、2016年4月より人事・採
用・教育などの同社本社部門を統括する役割
に就き、2019年4月より全社チーフ・ヒューマ
ン・リソース・オフィサー（CHRO）を務める。

西 恵一郎    
Keiichiro Nishi

早稲田大学卒業。INSEAD IEP修了。2000
年に三菱商事株式会社に入社し、不動産証
券化、コンビニエンスストアの物流網構築、商
業施設開発のプロジェクトマネジメント業務に
従事。グロービスでは法人向けコンサルティン
グ事業で組織開発、人材育成を担当し、これま
で大手外資企業のグローバルセールスメソッド
の浸透、消費財企業のグローバル展開に向け
た組織開発、大手IT企業のHRBP推進他、多
くの組織変革に従事。2011年から中国法人
立上げを行い、2017年から法人事業の責任
者を務める。
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たとき、社外取締役からも委員会設

置会社にしないのかという質問は出

たのですが、経営者の人選という観

点ならば現状の構造、やり方で、経

営者指名を最大限客観的にできる

方法を続けるとお伝えしました。変化

の激しい時代に対応するための後継

者選びは、非連続であることが重視

されます。だからこそ今度のトップは、

「事業会社制のグループを経営でき

る人」という条件で選任されました。

西　それ以前のトップの決め方は、

継続性を重視したトップが選ばれて

いたということですね。

三島　というより、後継者指名は正

直、限られた経営関係者の中で決め

られ、ブラックボックス化しているところ

があったという点は否めません。これ

だとトップが自分の路線を引き継いで

もらえる人を後任に選ぶ可能性もあり

ます。そうした議論や反省のもとに、 

あるべき姿を追求した結果、今の形に

なりました。前のパナソニック株式会

社の社長だった津賀（一宏）は常に、

社長になるには客観的な理由が必

要だと強調していました。「企業とは

社会の公器である」というパナソニッ

クの価値観の反映かもしれません。

西　なるほど。そうした考え方が、新

しいパナソニックグループにおける

コーポレートガバナンスにもつながっ

いう面がどうしてもあったと思います。

西　それが事業会社制になって変

わったのですね。

三島　そうです。2022年4月にカン

パニー制を廃止し、従来のパナソ

ニック株式会社をパナソニック ホー

ルディングス株式会社（以下 HD）へ

組織変更し、持株会社にしました。

そして事業会社として新たにパナソ

ニック株式会社、パナソニック オート

モーティブシステムズ株式会社など

7社を置き、それぞれに取締役会を

設置しました。これにより、個々の事

業に関わる執行機能はすべて、事

業会社が持つことになったのです。

西　監督と執行がはっきりと分かれ

たのですね。

三島　その通りです。HDの取締役

会が担う役割の本質は、新規事業

領域の創造と強化です。事業会社

の現在のポートフォリオの外側に目を

向け、事業横断的な横軸のトランス

フォーメーションを追求し、7事業会社

の短期の利益最適の視点ではなく、

業績数字の総和以上の効果を中長

期的に出すことです。さらに言えば、

人事戦略のほか、企業風土や企業

文化を時代や環境変化に対応させ

ることもその一環です。そして何より、

取締役会の一丁目一番地とも言える

目的が、経営者の人選ですね。

西　経営者の人選には、指名委員

会を設置するやり方もありますよね。

三島　ええ。実際、今の体制になっ

ホールディングスの取締役会の
役割は事業横断的な判断
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ているのですね。

三島　ええ。コーポレートガバナンスは

企業経営をレビューする手段の一つで

すが、経営層が常にレビューしようとす

るマインドを作る点も重要だと思います。

西　津賀さんの時代から、社外取締

役の選び方や、どうあるべきかを模索

していたことが大きいのでしょうか。

三島　そうですね。ただ新体制に移

行する段階でかなり試行錯誤はあり

ました。当初、社外取締役を決める

要件として、個人の特定のスキルや

専門性などのバックグラウンドを重視

したこともあります。例えば、「グロー

バルな資金調達をする能力」といっ

たことです。しかし社外取締役に必

要なのは個々の属性ではなく、知見

や経験のチームとしての多様性だと

わかってきました。社外取締役は5年

くらいのタームでのコーポレートアジェ

ンダを想定し、執行側とやりとりする

必要がありますが、ここにその知見

や経験の多様性が役立ちます。

西　そこは非常に重要ですね。

三島　社外取締役の知見や経験

は、会社を変えるための手段です。

豪華な顔ぶれがそろっても、改革や

課題解決に役立たなければ意味が

ありません。

西　アジェンダも変わっていきますか

ら、社外取締役、社内取締役の構

成を変えなくてはなりませんね。

透明性の高い 
CEOの選抜

西　楠見（雄規）さんがグループ代

表に就任されましたが、サクセッション

（後継者育成）にはどのくらいの期間

を見ていますか。

三島　まず、新たなグループ体制を

スタートしたばかりですので、一定の

期間は楠見がトップという体制を想

定しています。中期経営計画を2度

回すくらいの期間の中で、事業ポー

トフォリオの見直しなどを図っていきま

す。その間に、次期トップ候補を輩

出するリーダーシップ・パイプラインを

どう作るかを考えていきます。

西　前任者の津賀さんは9年間CEO

を務められました。楠見さんの任期が

長期になる可能性もあります。その

場合はどうしますか。

三島　そこも想定し、性格や行動特

性の面で経営者となる資質のある

30代の人材を選び、彼・彼女らにビ

ジネスの正念場、厳しい意思決定が

必要な場を早い段階で経験してもら

おうと考えています。

西　次のCEOを決めるときの透明

性は担保されていますね。HDのCEO

と事業会社各社のCEOでは役割も

属性も異なり、上下でなく誰が最適か

で人選されるということですね。

三島　そこは完全に認識が浸透し

ています。

西　整理すると、HDに取締役会と

執行役員会があり、事業会社7社に

もそれぞれ取締役会と執行役員会

社
外
取
締
役
の
知
見
や
経
験
は
︑

会
社
を
変
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があるという形はできました。では、

コーポレートガバナンスをしっかり実

行できるトップの共通点とはどのよう

にお考えですか。

三島　資金の妥当な調達・投資・

回収、それと後継者育成。この二つ

ができている経営者はコーポレートガ

バナンスもしっかりやれます。コーポ

レートガバナンスを使いこなすことが

経営の成熟の度合いを表します。

HDはそれを言い続け、訓練している

段階だと思います。もう一つ重要な

のは、経営者だけでなく、それを補強

する経営企画、人事、経理、法務と

いったスタッフ部門の意識と能力で

す。これについても高めていく必要

があります。

適所のために適材を探す

西　新体制になって良くなった点は

何ですか。意思決定のスピードは上

がったのではないでしょうか。

三島　確かにスピードは上がりました

が、一つ一つの意思決定が全て妥

当なのかどうか、これは現時点では何

とも言えません。またパナソニックは

製造業なので、製品力で差別化する

プロダクトアウト的な発想に陥りやす

いところがあります。そこにHDの視

点が加わり、中長期の競争力はどう

か、本当に市場はあるか、また未来

の社会課題の解決にフォーカスが当

たり、そこに新しい事業機会があるの

か、ということを問いかけていく必要が

あります。そうすることで、事業の精

度、確度は高まっていくと思います。

西　過渡期と言えるのでしょうね。

三島　過渡期であるのは事業会社

の次のトップの選び方もそうです。あ

るべきは「適材適所」ではなく、「適

所適材」。つまり、あるポジションの

人材を選任するにあたっては、社内

外を問わず人を探すべきです。しかし

現状ではほぼ社内人材をうまく回す

というやり方になっています。

西　日本では今、ジョブ型人事のこ

とが話題になりますが、多くの企業で

役員人事の運用はジョブ型になって

いないということですね。

三島　その通りです。私が考えるジョ

ブ型人事とは、ジョブディスクリプショ

ンは別にして、基本は「この職種」を

「この期間」に「この報酬」で仕事を

し、採用と異動は本人の意思なくし

て成立しないということです。しかし、

パナソニックグループ内での導入検

討はこれからです。

西　社外人材にも視野を広げて人

「適材適所」ではなく、
「適所適材」の発想へ
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選するとなると、評価や報酬のあり方

を今以上に考えなくてはならないと思

うのですが、どう考えていますか。

三島　パナソニックグループについ

て言えば、私には報酬のストラクチャー

において業績連動の要素を強くし過

ぎたかもしれないという反省があります。

もっと固定部分の競争力を見ていき

たい。社外から来ていただくために、

報酬のあり方は非常に大切です。

西　事業会社の中には、マネジメント層

でも中途採用が多い会社があります。

三島　そういう場合、可変部分が強

調され過ぎると、中長期的な視点で

は期待が表せていないように見える

可能性があります。STI（短期的報

酬）だけでなく、LTI（長期的報酬）を

拡充するといったことが必要でしょう。

また、報酬は役割の大きさ、目標達

成度、業績連動、株式からなります

が、ここに、個々人のコンピテンシー

的な要素を入れるべきかどうか。社

会的影響力、コミュニケーション能力

などが抜群の人材、つまりベンチマー

クに出てこないバリューを出してくれ

る人にどう報いるかは今後の検討課

題ですね。

アジェンダが先にあり、 
対応する仕組みを作る

西　コーポレートガバナンスの設計

で大切なポイントは何ですか。

三島　コーポレートガバナンスは経

営をレビューするための仕組み。で

すから、経営陣はグループとしての中

長期の主要なアジェンダを意識しな

がら、コーポレートガバナンスを考え

るべきだと思います。取締役会が果

たすべき役割としてコーチ、アドバイ

ザー、モニタリングなど、いろいろな意

見がありますが、それもアジェンダ次

第で変化してよいと思います。

西　多くの形に対応できる柔軟性

のある取締役会にすることですね。

三島　そうです。取締役会のジェン

ダー構成なども外形的に決めない方

がよいと思います。はじめにジェンダー

構成ありきではなくて、アイデアやバッ

クグラウンドから取締役会のメンバー

を考えることが大切です。もう一つ、

ESG、人的資本経営など、大きなト

レンドについて説明責任が果たせる

ようにしておくこと。これには社外取

締役の知見が活きてくるはずです。

コーポレートガバナンスに正解はなく、各
社各様であるべきだと感じました。対談で
は、「経営アジェンダが先、その後コーポ
レートガバナンスを考えるべき」という点が
印象的でした。また、「コーポレートガバナ
ンスの一丁目一番地はCEOのサクセッ
ション」という点は、制度の目的を改めて
実感しました。CEOによって経営の方向
性と舵取りが変わるが故に、そのバトンを
誰に渡すのか、長期に渡って様々な選択
肢が必要です。だからこそ30代からタレン
ト・パイプラインを構築することが必要不
可欠になっていると思います。（西）

対談を終えて ──

コーポレートガバナンスを
使いこなすことが経営の成熟度
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スピーディかつ 
柔軟に動ける執行へ

柴田　SOMPOホールディングス株

式会社（以下SOMPO HD）は、コー

ポレートガバナンスに関して取締役

会、各委員会における社外取締役

の構成割合や、CEOの報酬水準な

ど、かなり先進的な取り組みをされて

います。それらの根底にはどのような

お考えがあるのでしょうか。

原　先進的と表現いただきましたが、

他社と比べて進んでいる、遅れてい

る、という考えは持っていません。私

たちのコーポレートガバナンスは、目

指すべきパーパスや経営戦略がまず

あって、それに合致する体制を考え

た結果です。

柴田　まず企業としてこうありたいと

いうビジョンがあったわけですね。

原　ええ。私たちが今後もお客様に

安心・安全・健康を届け続けるために

は、これまでの「損害保険」という枠を

越える必要があると考えました。サー

ビスにイノベーションを起こすには、私

たち自身も変わらなければなりません。

そのための制度設計として最も適した

手段が、今ある中では指名委員会等

設置会社だと判断したということです。

柴田　体制の変更とその効果につ

いて聞かせてください。

原　監督と執行を分離し、取締役

会が担っていた権限のかなりの部分

SOMPOホールディングス株式会社
株式会社損保ジャパンと日本興亜損害保険株式会社が共同持株会社NKSJホー
ルディングス株式会社を設立したことに始まり、系列の生命保険会社や海外保険
会社を連結子会社化して発展、2016年にSOMPOホールディングス株式会社と
なった。現在、国内損害保険事業、海外保険事業、国内生命保険事業、介護・シ
ニア事業に加え、デジタル領域においても積極的な事業展開をしている。

C o m p a n y  P r o f i l e

SOMPOグループは、「安心・安全・健康のテーマパークの実現」をパーパスの軸として
国内損害保険、国内生命保険、海外保険、介護など、広範な事業を展開しています。

コーポレートガバナンスについても早くから注力し、2019年からは指名委員会等設置会社として監督と執行を
分離する体制を整えました。グループのCHRO（最高人事責任者）、執行役専務の原伸一さんと、

コーン・フェリー・ジャパンの柴田彰が対談、その理念や運用について語り合いました。

02
［対 談］

A G E N D A  T A L K

成長のために選択した
ガバナンスのリデザイン
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原 伸一    
Shinichi Hara

1988年、安田火災海上保険株式会社
（現損害保険ジャパン株式会社）に入社。
約20年にわたり資産運用部門の最前線

（NY駐在を含む）にて国内外の株式投資
等に従事した後、IR室長や海外事業企画
部長を経て、2019年にSOMPOホールデ
ィングス株式会社グループCHRO執行役
常務に就任。2022年4月からはグループ
CHRO執行役専務（現職）を務める。MY
パーパスは「社員が幸せな会社を創る。」

柴田 彰    
Akira Shibata

コーン・フェリー・ジャパンにおいて、組織・
人事に関する幅広いテーマを取り扱うコン
サルティング部門を統括。近年は特に、役
員体制の再構築、役員の評価・報酬制度
設計、経営者サクセッション、指名・報酬
委員会の運営支援など、ガバナンスや役
員に関わるコンサルティング経験が豊富。
近著に『経営戦略としての取締役・執行
役員改革』（日本能率協会マネジメントセ
ンター、2021年）がある。
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ドルが高く、チャレンジングでしたね。

柴田　なるほど。パーパスや経営戦

略、従来の枠を越えた事業のあり方

を意識してコーポレートガバナンス体

制を考えられたことは素晴らしいです

ね。一方でご苦労も多かったのでは

ありませんか。　

原　マネジメントの部分ですね。監

督は監督に専念する。事業とパーパ

スや経営戦略との整合性など、大

局的な判断が必要ですから、細かい

部分にこだわったり、体裁を整えるだ

けに陥らないことが大切だと考えてい

ます。そのために執行は執行で完結

できる体制が求められます。

柴田　執行のあり方もキーを握って

いるということですね。

原　そうですね。執行が取締役会を

安心させられるレベルになる必要が

ある。安心できなければ細かいこと

に口を出さざるを得なくなる。今、世

の中では、コーポレートガバナンスコー

ドへの対応などを見ても、ともすれば

上から言われる形式ばかり気にかけ

がちです。ですが私たちが本当にや

りたいのはそういうことではなくて、成

長に結びつくような監督と執行の体

制をつくることです。

柴田　「監督と執行の分離は頭で

はわかる。でも監督が執行に意味あ

る意見が言えるのだろうか」という疑

問を呈する人も多いかと思います。ど

うお考えですか。

原　そこは、もっと言うと、監督が意

見を言えるよう、いかに執行が先んじ

て情報を提供するかにかかっている

を執行に移しました。その効果は執

行がスピーディかつ柔軟に動けるよ

うになったこと。監督と執行が同じだ

と、例えば、取締役が監督としてある

事業の執行に苦言を呈したい場合、

自分が執行する事業を考えて遠慮

することが起きかねません。しかし分

離されていれば言いたいことが言え

ます。また指名委員会等設置会社

は社外取締役が過半数を占め、CEO

を解任する権限も持っています。CEO

は自らその体制へ移行する意思決

定をしたわけです。（注：SOMPO HD

の指名委員会、報酬委員会は、委

員5名全員が社外取締役）

柴田　御社はグローバル企業として

の一面もありますが、その点での効

果はいかがでしょうか。

原　外国人投資家に説明するとき

にスムーズですね。特にアメリカの

投資家には、アメリカと同じと言えば

伝わります。また従来、執行の最高

経営機関である経営会議は日本人

で運営され、海外事業を実際に経営

している外国人執行役員がメンバー

ではなかったのです。しかし今やビジ

ネスの3～4割は海外事業ですから

これは不合理ですよね。そこでGlobal 

ExCoというグローバルな会議を執行

部門における最高意思決定機関とし

ました。英語対応など、外国人を加え

た経営会議を軌道にのせるのはハー

執
行
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
か
つ

柔
軟
に
動
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体
制
を
実
現
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と思います。とやかく言われたくない

から要求以上は知らせないという姿

勢ではなく。

柴田　すべてを透明化し、逃げずに

対話してほしい、と。

原　その通りです。執行は監督と真

摯に向き合って、必要と考えられる

情報を提示することが肝要です。

社外取締役に求められる 
大所高所からの視点

柴田　取締役に求める要件は何で

しょうか。

原　取締役に求めるのは必ずしも個

別分野の専門性というわけではなく、

事業がパーパスや経営戦略に即し

ているか、適所適材の人材配置に

なっているかなど、大所高所からの視

点です。そして投資家に対しては最

終的な責任は自分にあるという覚悟

を持つことだと思います。

柴田　取締役がそうした視点から監

督するためには、どのようなことが必

要だとお考えですか。

原　最も望ましい行動を一つあげれ

ば、「良い質問」をすること。大局に

立った良い質問をされることで執行

は、問答を想定し、戦略を考えるよう

に促される。自律的に完結した良い

相乗効果を生むのです。

柴田　とはいえ、世の中に良い質問

を発することのできる人材はそう多く

はないですね。

原　おっしゃる通りです。その点、私

たちは恵まれていると感じます。今、

取締役の過半数が社外の方々です

が、優れた方 を々招聘できています。

指名委員会が全ての 
執行役、執行役員を選任

柴田　CEOをはじめ経営陣の後継

者はどのように選定されるのでしょうか。

原　「経営陣は株主が選ぶもの」と

いう指名委員会等設置会社の理念

を形にし、指名委員5人全員が株主

の代理人である社外取締役です。

CEOは指名委員長の求めに応じて

会議に陪席し、説明をしなくてはなり

ません。また将来の役員候補から直

接話を聞く時間も設けています。

柴田　指名委員会が対象とするサ

クセッション・プランの範囲はどのくら

いですか。

原　CEOを含む全執行役、執行役

員に加え、グループ内の重要なポス

トです。数でいうと80強のポストにな

ります。時間もかけています。2022

年4月から、奥村（幹夫）がグループ

COOに就任しましたが、他の候補者

とも比較検討し、彼に決まるまでに2

年間くらいは要したと思います。

柴田　その際、どのようなことがポイ

ントになったのでしょうか。

原　「安心・安全・健康のテーマパー

ク」をめざす事業利益の牽引役は海

取締役に必要なのは、
「良い質問」をすること
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外事業で、その経営能力は問われた

と思います。また当グループの特色と

して介護事業があり、その知見も求

められました。奥 村は2015 年に

SOMPOが介護事業に参入したとき

の責任者なので十分な経験、知識

がありました。

柴田　こうした要件や考え方は、執

行側から出てくるのですか。それとも

社外取締役の側からですか。

原　双方向の対話によるものです。

また実際には委員会以外にもさまざま

な交流や議論の場があるので、そこで

下地となる共通認識はできていきます。

柴田　指名委員会の基本的な役割

は選任、およびそれに伴う後継候補

者の選定と育成だと思いますが、指

名委員会が役割遂行において大切

にしていることを教えていただけますか。

原　二つあります。一つは選抜のプ

ロセスを透明にして全体で回すこと。

これは、どのような観点で後継候補

者を選び、報告するかをグループ共

通の認識に立って進めることです。

各事業部が自分の事業部の都合だ

けでは動けないような仕組みにし、透

明性を担保しています。

柴田　もう一つは?

原　ダイバーシティです。性別、年

齢、国籍などいろいろな要素がありま

すが、まずは最も代表的な性別につ

いてしっかり実現しようと考えました。

今、グループ全体で重要なポストは

80以上あって、ポスト毎に候補を6

人選んでいます。その半分、つまり3

人は女性にする目標を課しました。

単なる人数合わせではありません。

候補に挙げてもらう以上は、タフなア

サインメントを与え、育成することが

前提になっています。

柴田　成果はいかがでしたか。　

原　全ポストでの後継候補者に占

める女性比率は、3年前には約3%

でしたが、現在は約42%まで上昇し

ました。ただこれは延べ人数で、複

数ポストで候補になる女性もいます

から、まだまだと肝に銘じています。こ

のほか、若手人材も候補者にできる

ように40代、50代の人数比率を定

める、ポストに１人は外国人候補を入

れる、6人の候補の内の少なくとも１

人はグループ内の他事業を経験して

いることなどの条件を定めました。

役員報酬は 
リスクテイクへの対価

柴田　報酬委員会についてもうかが
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いたいと思います。グループCEOの

報酬水準を日本企業としては大きく

引き上げられましたね。

原　諸外国に比べて日本の CEO

の報酬が低過ぎることはしばしば指

摘されています。トップと一般社員の

差も小さい。あまりに低い水準だと、

リスクテイクの意欲につながらないと

いう問題があります。

柴田　なるほど。トップの高い報酬

はリスクを負うことの対価という意味

があるのですね。

原　トップにとって報酬とは生活の

糧ではありません。イノベーションや

トランスフォーメーションに取り組み、

厳しい競争に勝ち、組織を成功に導

く。そのリスクを負うためのプレッ

シャーとして報酬があるわけです。報

酬はまず、欧州並みの水準を一つの

目安としています。CEOの報酬は報

酬委員会が決め、CEOの櫻田も事

務局もこの議論には参加できませ

ん。結果、櫻田の報酬は引き上げら

れましたが、仮に成果が出せなかった

ら、報酬が減るだけでなく、退任させ

られる可能性もあります。報酬委員

会と指名委員会は同じメンバーで構

成されていますからね。

柴田　そういう緊張感の中で、報酬

が決定されているわけですね。報酬

委員会での議論のポイントを挙げて

いただけますか。

原　役員報酬の内外格差、固定報

酬の比率、評価指標の三点です。内

外格差は、他国の市場でその人間が

雇用される能力（エンプロイアビリティ）

を勘案します。固定報酬の比率は櫻

田で30%、他の役員で50～70%で

すが、さらなる引下げが検討されてい

ます。また評価については、エンゲー

ジメント・スコア、ブランド価値など、非

財務指標を入れる方向です。

柴田　最後に、コーポレートガバナ

ンス全体について、今後の検討事

項や課題はありますか。

原　コーポレートガバナンス体制は、

一度形を整えたらそれで完成というも

のではありません。その本質は、監督

と執行の対話をいかに建設的なもの

にするかです。器はかなりできてきた

ので今後は、いかに魂を入れ続ける

か、つまり中身のブラッシュアップを

続けていくことですね。課題はそれに

尽きると思います。

決して形式論ではなく、コーポレートガ
バナンスの原理原則に則りつつ、「自
社の目指すべき姿」という本質から全て
を組み上げられている点が本当に素晴
らしいと感じました。監督側が本来的な
監督に徹するためには執行側の高度
化が必須、ガバナンスの体制づくりに
完成はない、これらの言葉にはとても重
みがあり、多くの日本企業にとって示唆
深いものだと思います。（柴田）

対談を終えて ──

コーポレートガバナンスに
完成はない
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グローバルな組織コンサルティングファームのコーン・フェリーとグロービスは、

日本の大手上場企業約30社を対象に役員の指名・報酬に関する実態調査を実施しました。

本調査で言う「役員」とは、執行と監督の双方かつ社外取締役、

執行役員も含めた広義の役員を指します。

アンケート形式の定量的な調査ではなく、各社の指名・報酬委員会の事務局や担当役員に対し

60～90分のインタビュー形式で詳細な定性調査を実施しました。

その結果、これまでにない示唆を得られ、日本企業の課題や今後の論点を整理しました。

■ 実施主体：コーン・フェリー、グロービスの共同企画
■ 調査方法：インタビュー
■ 調査対象：指名・報酬委員会※の事務局、担当役員
■ 調査期間：2022年9～11月
■ 回答企業：約30社

※任意機関を含む

■ 回答企業一例

開示を許諾いただいた企業のみ掲載／五十音順、敬称略

・ 旭化成
・ アサヒグループホールディングス
・ オムロン
・ 花王
・ カゴメ
・ キリンホールディングス
・ 島津製作所
・ セガサミーホールディングス
・ SOMPOホールディングス
・ 第一生命ホールディングス

役員の指名・報酬の
実態と今後の論点とは

S U R V E Y  R E P O R T
［調査レポート］

・ デンソー
・ 日本電気（NEC）
・ パナソニック ホールディングス
・ 日立製作所
・ 富士通
・ ベネッセホールディングス
・ 本田技研工業
・ 三井化学
・ 三菱UFJフィナンシャルグループ

調 査 概 要
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1.

社外取締役は「量」から「質」へ
社外取締役の役割

プロセスの確認だけでなく内容に関与

　企業の不正防止、経営側による投資家への説明責任

などがますます重視される時代に入り、今、コーポレートガバ

ナンスの強化は日本企業にとって極めて重要な課題の一

つになってきた。そのための施策はさまざまあるが、その大

前提となるのが、社外取締役の設置である。今回の調査

からは、その役割に変化が見られることが明らかになった。

　指名・報酬委員会における社外取締役の役割は、かつ

てであれば、役員の指名や役員報酬の決定プロセスの確

認が中心であったが、今はそれだけでなく、その内容自体へ

の関与が求められるようになっている。それに伴って、従来

のような社外取締役の「量」だけでは不十分であり、「質」

の確保が重要であることを認識する企業が増えている。

　ではこの「質」とは何だろうか。特定分野についての専

門的、技術的な助言にとどまらず、経営理念や中長期的

な企業戦略などを踏まえて、経営全体の視点から経営者

と議論できる経験と資質と言ってよいだろう。企業はそれ

らを有する社外取締役を求めるようになってきたのである。

　しかし、今回の調査からは、日本企業の多くが、こうした期

待を満たす人材の不足を認識していることもわかってきた。

大局的な視点をもたらす 
汎用性のある経営経験とコミットメント

　経営全体を大局的な視野でとらえ、経営者と議論でき

る社外取締役を考えるとき、必要な条件としては大きく二

つが挙げられる。経営経験とコミットメント（企業への関わ

り方、姿勢）である。

　まず、経営者としての経験が必要だ。ただし、自身が経

験を積んだ事業や分野にのみ精通しているのではなく、未

経験の事業や経営課題でも経営的な観点から意見できる

汎用性が必要とされている。

　今、多くの日本企業がグローバル化（事業だけではなく

組織・人材までを含む）という課題に取り組んでいるため、

グローバルな経営経験者を社外取締役として迎えたいと

いう需要も高まっているが、汎用性のあるグローバルな経

営経験を持つ人材は日本には大幅に不足しているのが現

状と考えられる。

　一方、コミットメントに関しては、単なるアドバイザーにと

どまらない、企業価値を高めようとする覚悟、当事者意識

が必要となる。社外取締役は、社内政治や人間関係に

影響されず、客観的な視点で判断することが社内人材と

比較した場合の役割となるが、一方でただ客観的なので

はなく、対象企業に対して深く理解する必要がある（その

ために執行側も社外取締役に対してさまざまな形で情報

や機会を提供する）。すなわち、社外取締役はただの「社

外」ではなく、当該会社の取締役として自社が長期的に

向かうべき姿は何かを常に問いかけ、必要な変革を議論し

ていく存在であることが求められている。

　今回の調査におけるインタビューでは社外取締役に対

する執行側の期待として次のような意見が出てきた。「あ

るスキルの専門家の方が社外取締役に就任したとしても、

当社の経営の議論についていけるのか懸念がある。広く

グローバルな経営経験を有していることが社外取締役の

要件として必要」、「社外取締役に弁護士や会計士の専

門知識を期待することはあまりない。専門的なアドバイス

なら例えばアドバイザリーボードの設置で済む。社外取締

役に期待するのは、当社のことを自分事としながら企業価

値の観点から会社をしっかり見ること」。
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CEOの指名と後継者計画は整備、 
その他は道半ば

　多くの企業で、指名委員会を軸に、執行役（員）の指名

や後継者計画についての創意工夫が重ねられ、進歩して

いる。中でもコーポレートガバナンスの基本であり、かつ最

も重要となる「CEOの指名と後継者計画」については、

程度の差こそあれ、どの企業も一定の仕組みを整備して

取り組んでいる。CEOに関しては、人材要件が存在し、

後継者計画が実行され、指名委員会で審議されている。

　一方、CEO 以外の執行役（員）の指名と後継者計画

については未整備の企業が多い。整備されている場合で

も、指名の基準となる人材要件は役員ポストごとに具体的

な差異が設定されているのではなく、「経営人材に共通し

て必要な要件」としている企業がほとんどである。近年は

CDO（Chief Digital Officer）に代表される一部の役員

ポストでは社外からの人材招聘が行われているが、大半の

執行役（員）は社内登用を前提としているため、固有の要

件を定めるよりも「今いる人材の中からの登用の柔軟性」

を持たせておく方が実際的な運用を行いやすいということ

が背景として考えられる。

CEOとしての人材像を明文化、評価

　CEOの人材要件について見ると、大多数の企業では、

一般的な人材像だけでなく、その企業を経営するときに求

められる要素を検討し、「その企業ならではの人材像」とし

て定義し、明文化していることがわかった。

　この段階にとどまる企業も少なくないが、多くの企業で

は、CEOとして定義した人材像と、候補者との合致度を

測るための参照情報として、人材要件を客観的に評価可

能な要素に分解してその項目を定義している。

　そのやり方は企業によって多岐に渡る。実際の企業か

らの回答を見てみると、「経営状況に応じた独自の観点を

設定し、経験やコンピテンシーを定義」、「コンピテンシー、

経験、スキル、性格特性・動機付け要因を定義」、「パーソ

ナリティやスキル、経験といった観点で要件を設定」など

の例が見られる。

育成の基本はタフアサインメント

　後継者候補のプール化がどうなっているのかを見てみよ

う。CEOについては、大半の企業で候補者リストが作成

されている。一方、CEO以外の役員の後継者候補では、

ごく一部の役員ポストにおいて複数の候補者を選び、プー

ルしておく企業は存在するものの、そうした企業でも候補

者の計画的な育成までは実践できていないのが実状だ。

　将来のCEOや役員の候補に向けた育成計画が存在

する場合、具体的な施策はタフアサインメントが基本だが、

外部機関によるコーチング、研修などを取り入れる企業も

ある。具体的には、「次期役員候補、次期部長候補に対

してコーチングを実施している」、「40代の選抜候補者に

ついては、全社で人材を把握し、半年程度の研修を受け

させ、その育成状況に基づいて見極めを行っている」、「世

代階層別にプログラムを作成し、外部機関による研修を

行っている」といった例がある。ただ、役員登用後の能力

開発についてはほとんどの企業が意識していない。

　指名委員会による審議の対象を、CEOの指名と後継

者指名に限定している企業は多いが、一方で審議対象を

CEO 以外の執行役（員）に拡大する企業も見られる。ど

2.

人材要件、後継者計画を
CEO以外にも拡大の機運

役員の指名
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に評価する事例は見られなかった。公式には、取締役会

実効性評価の中での自己評価にとどまっている。

　その理由は、日本企業には未だに「社外取締役に来て

いただいている」という意識が強いことがある。また社外

取締役への評価が仮に低かったとしても、前述したように、

社外取締役にふさわしい人材自体が絶対的に不足してい

るため、代替人材が見つからないこともある。

　その中でも、一部の企業では、取締役会の後継者計画

（ボード・サクセッション）に本格的に取り組む企業も出てき

た。短期的ではなく、中長期的な視野で社外取締役候補

の探索を続け、数年先を想定して候補者にコンタクトして

いる企業もある。

　特に日本における社外取締役の人材市場が未成熟な

中では、このような長期的な視点での取り組みが必須にな

ると思われる。

の役員ポストを対象にするかなど、企業によって違いはあ

るが、日本企業が従来はCEOに限られていた人材要件

や後継者計画の運用を、執行役（員）全体に展開する動

きが見られるなど、進化が始まっていることがわかった。

社外取締役の確保と評価

　一方、社外取締役の指名や後継者計画の状況はどう

なっているのだろうか。

　社外取締役への期待水準は高まっているが、その候補

者は大幅に不足している。グローバル経験を持つ、女性

であるなど、現在多くの企業が求める経験や資質を持つ

人材はさらに希少であり、引く手あまたとなっている。そうし

たわかりやすい場合でなくても、今日、日本のどの企業に

とっても社外取締役の招聘は大きな課題となっている。

　一方で、招聘後の評価に関してはどうだろうか。今回の

調査では、個別の社外取締役のパフォーマンスを本格的

日本企業における執行役（員）の指名・後継者計画の進化段階

（旧来の日本企業） （多くの日本企業） （一部の日本企業）

※社外の関与の程度はCEOとは異なる場合も

段階3.0 執行役（員）全体への展開段階2.0 CEO指名の仕組化段階1.0 仕組化以前

■  人材に紐づく役員の登用となっ
ているため要件は一般的な人
材像に止まり、明確な要件がな
いケースも

■  CEOに限り、職務とそれに資
する人材要件を定義

■  CEOだけでなく、その他の執行役（員）
ポストに関しても、職務とそれに資する
固有の人材要件を定義

■  具体的な要件に向けた育成で
はなく、一般的に優れた人材像
を念頭に後継者を育成

■  後継者計画を運用し、CEOの
職務を全うするに足る人材を
計画的に育成

■  執行役（員）ポストでも後継者計画を
運用し、人材を計画的に育成

■  どのポストを対象とするかは、各社で
違いがある（CXOのみなど）

■  社内（執行）中心に選任し、社
外取締役・指名委員がプロセ
スを追認

■  社外取締役・指名委員も関与
する形で選任

■  判断材料として、執行側から候
補人材のアセスメント結果等
の情報を提供

■  CEO同様に（主要な）執行役（員）に
関して社外取締役・指名委員も関与
する形で選任する※

人材要件
定義

後継者
計画

指名決定
（委員会での

審議内容）

適材適所 適所適材

S U R V E Y  R E P O R T
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大きな改革の進まない報酬体系

　指名と並び、コーポレートガバナンス強化の重要な柱と

なっているのが、報酬委員会による役員報酬の審議である。

　今回の調査の結論として、役員の指名に比べると、企

業による大きな差異は見られなかった。業績連動・株式報

酬を含む制度設計は既に浸透している一方で、報酬体系

（思想）そのものや、報酬水準の大きな改革に取り組む企

業は極めて少ない。その原因としては、日本における役員

の人材市場が未成熟であることに加え、役員は社内人材

かつ日本人中心に登用していることから、（海外からを含

む）社外人材の獲得・維持の必要性を感じないことが挙げ

られる。新設の役員ポストなどでは社外から人材を採用す

ることも一部で増えてきたが、報酬が既存制度と整合しな

い場合は個別に対応するにとどまっている。

　実態として、役員の報酬水準を決定するときの基準を、

役位（専務、常務など）にしている企業が大多数を占める。

つまり、昔ながらのメンバーシップ型による報酬決定であ

る。日本企業では従業員層にはジョブ型人事に基づく報

酬制度の導入が進みつつあるが、それと対照的に、役員

層にはその導入が進んでいないと言えよう。

　企業は社内の限られた人材の組み合わせによって経営

全体の機能を満たす必要がある。そのため、役員ポストご

とに明確な役割を定義するジョブ型より、人に合わせて役

割を柔軟に決めることのできるメンバーシップ型の方が理

にかなっているという面もある。

　このように現状では大部分の企業が役位に基づいて役

員報酬を設計しているが、一部の企業では、職務に基づ

いた設計に踏み込んでいる。つまり、役員の就任したポス

トの期待役割の大きさに応じて報酬を決める形だ。

　さらに、極めて限られた先進的企業では、外部市場価

値を論拠とした報酬水準を検討している。すなわち、ビジ

ネスや人材獲得競争上の競合となりうる（欧米を含めた）

企業を個別に選定し、同等ポストの報酬水準をベンチマー

クとして、自社での報酬水準を設定するものである。

　上述の先進的企業を別にすれば、報酬水準の設定は

必ずしも明確な論拠に基づかない。一方で、報酬水準は

報酬委員会の重要アジェンダの一つとなっている。このた

め、委員会で展開される議論は、社外委員が出身企業で

培ってきた哲学や他社での社外取締役経験に基づいた

ものが多いというのが現状の日本企業の実態である。

非財務的指標も含めて報酬を判断

　各社共通で取り組んでいる論点として、ESGやサステ

ナビリティへの対応が挙げられる。財務的なKPIだけでな

く、ESG 関連指標に代表される非財務的 KPIを実装し、

その達成度にも連動した形で報酬額を決定することが広

まってきた。例えば「STI 指標のうち、40%を定性評価と

し、その定性評価の中にESG関連やサステナビリティ関

連の項目を設定している」、「LTI指標のうち、20%をサス

テナビリティ評価としている。具体的な指標ではGHG 削

減量、従業員エンゲージメント、ESG 格付け機関評価を

採用している」といった企業がある。

社外取締役の報酬は固定制が基本

　社外取締役の報酬では、どの企業でも固定報酬を採用

し、その水準に関しては、他社とのベンチマークを通じて妥

当性を確認する作業を行っている。

　企業によっては委員長などの役割を果たすことに配慮し

て加算する場合もある。また企業価値向上のための一体

感の醸成をめざして、現金に合わせて、株式を業績連動で

なく固定で付与している企業も一部存在した。

3.

根強いメンバーシップ型報酬体系
役員の報酬
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日本企業における執行役（員）報酬の進化段階

（多くの日本企業） （一部の日本企業） （ごく一部の先進企業）

段階2.0  人材市場ベース段階1.5  職務ベース段階1.0  役位ベース

■  役位（専務、常務など）
に基づいて報酬の水準
や構成などを定める

■  個々の役員ポストの職務をベー
スに報酬の水準や構成などを
定める

■  個々の役員ポストの人材市場
における報酬の水準と構成を
重視する（日本だけではなく、欧
米等の企業を含む）

■  役位に基づく社内の報
酬テーブルを設計・運用

■  ポスト毎に職務の大きさを評価
してジョブグレードを設計し、グ
レードに応じて報酬水準を設定

■  社外の報酬水準も参照するが、
社内の相対序列感の方を重視

■  職務の大きさも勘案しつつも、
ポスト毎の人材市場の絶対水
準をもとに報酬水準を設計

■  具体的にどの企業を自社のベン
チマーク先とするかが極めて重要

■  制度や規定に沿った運用
がなされているかを確認

■  各人が職務を十分に果たして
いるかという視点から、賞与も含
めた報酬額の妥当性を確認

■  外部からの人材登用（交代）の
可能性も念頭に、各人の「評
価」を厳格に審議（役員の指名
とも密接に連動）

報酬体系
の基軸

報酬水準

評価・
報酬決定

（委員会での
審議内容）

社内登用中心 社内外から人材登用

経営の進化を阻害する構造

　「①社外取締役に期待される役割が、経営全体を大局

的な視野で捉えることができる、経営者の議論相手へと

変化する」、「②CEO以外の執行役（員）ポストの後継者

計画も仕組み化され、指名委員会の審議対象となる」、と

いった方向に向かおうとしていることは確かと言えるだろう。

多くの企業でCXO体制の導入が進んでいることからもわ

かるように、執行役（員）を「人」としてではなく、「機能」と

して捉え直す気運も高まりつつある。その反面、そうした進

化を阻害する構造も根強く残っている。

　社外取締役については、先にも述べたように日本の人

材市場が脆弱であるため、これが大きな制約要因となっ

て、期待する役割や要件に沿った取締役のサクセッション

が十分に進んでいない。

　執行役（員）についても、日本の人材市場はまだまだ未成

熟である。また、日本企業には、役員を機能や役割ではなく、

既存の人をベースに考える思想が色濃く残っている。そし

て、経営の執行体制は、そこにいる人々の組み合わせによっ

て柔軟に考えていくべきだという発想が未だ支配的である。

4.

人材市場の充実化・執行体制の高度化
今後の論点

日本・海外というロケーションに依存しない真のグローバル企業の報酬体系に

S U R V E Y  R E P O R T
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そのため、役員は主に社内から登用され、社外からの招聘

が進まない。つまり、経営層はなかなかジョブ型に移行でき

ず、メンバーシップ型での運用になっているのである。

人材市場の充実化、 
本質的な適所適材の実現が必要

　今後、進化を後押しし、継続させるにはどうしたらよいの

だろうか。そのために日本企業が認識すべき大きな論点は

次の二つである。

（1）役員育成を通じた人材市場の充実化

　社外取締役、執行役（員）のどちらも、必要な適性と能

力を持つ人材のプールが不足している。各企業は、この

問題を解消していく必要がある。

　現役の執行役（員）や、その候補者に対して積極的か

つ計画的な育成投資を行っている日本企業は少ない（特

に現役役員）。役員も学び続ける欧米のグローバル企業

と比べたときに、これは日本企業の一つの弱点と言える。

　現役の執行役（員）の質の底上げは、将来的な社外取

締役候補の充実化にもつながる。即ち、一企業における

役員育成は、ひいては日本の産業界全体の活性化に寄

与するものといえる。

（2）経営執行体制の高度化

　CXO体制を導入したものの、呼称だけで実態が伴わな

い企業も散見される。当然、これではCXO体制の果実を

得ることはできない。本質的な適所適材を実現するために

は、役割起点で経営執行体制を再構築した上で、各ポス

トの職務と人材要件を明確にし、指名と後継者計画を実

施していく必要がある。

　各企業が上述のような経営執行体制の高度化に取り

組めば、自然と執行役（員）の人材流動性が高まると予想

され、役員の人材市場の活性化につながっていくだろう。

経営執行体制の高度化と人材市場の充実化
 各企業における経営執行体制の高度化に関する取り組みが、ひいては役員市場の活性化につながる。 
企業内での取り組みは、❶❷の大上段から始めるのが理想形ではあるが、より現実的に❸からスタートする道もある

取締役会における
D&Iの推進

（知・経験の多様化）

各ポストの人材
要件に照らした
執行役（員）の指名

経営執行体制の
再構築

（新CXO体制など）

各企業 役員の人材市場

執行役（員）

役員の候補プール

取締役

現役の執行役（員） 
とその候補者に対す
る計画的な育成

執行役（員）
ポストの職務と
人材要件の定義

不足人材を社外
招聘するための
報酬設計と運用

社外

社内
1

6

6
5

2

4

3

1 2 3 4 5 6

各企業における計画的な
指名と育成の取り組みが
人材市場の活性化に寄与
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　役員候補に対しては、多くの企業がタレントマ

ネジメントを導入して育成している。それに対して

役員は育成対象からは外れていることが多く、現

状ではほとんどの場合、経営者のサクセッション

はアサインメントを通じて行われている。

　しかし、環境の変化が早く、激しい時代におい

ては、企業の変革を牽引する役員層の能力開発

こそが企業価値向上のために必要な人的資本

投資と捉えるべきである。事実、欧米では役員の

能力開発に積極的に投資している。

　以下では、現役役員と役員候補の両方につ

いて、調査から見えてきた点、今後あるべき点を

説明する。

●現役役員

　今回の調査では、役員とは事業の成果創出

がすべてであり、会社が能力開発を支援する対

象ではない、との意見が大半を占めた。一方、経

営者は、他企業の経営者などと意見交換する機

会が多く、常に最新情報を受け取ることができ

る。そのため、経営者と執行役（員）との認識

ギャップは、経年的に開いていく傾向がある。

　しかし、これからの役員は、企業を未知の領域

に向けて牽引していく存在で、本来は最も能力

開発が必要な対象とも言える。従って経営者の

サクセッションを考えるうえでも、アサインメントと

能力開発はセットで実行する必要がある。今後

は従業員と異なる次元の成長を促すプログラム

を提供するなど、役員への能力開発支援が検討

されるべきだろう。

●役員候補（後継者育成施策）

　多くの企業でタレントマネジメント、サクセッショ

ンプランは実施され、候補者の選抜については

30代前半から実施している企業も存在する。選

抜後の育成方法は、タフアサインメントが主流で、

そのために、アセスメントを活用した選抜者の候

補絞り込みや研修を通じた能力開発を補完的に

実施している。

　ただ、アセスメントや研修と、アサインメントを連

動させてタレントマネジメントを実施している企業

は少ない。つまり、「とりあえずタフアサインメント」

という手立てであって、理論やメソッドに基づいた

人材育成計画にはなっていないと考えられる。

　今後は、例えばタフアサインメントの前に、選抜

研修で擬似体験をさせ、研修中の行動や成果も

アセスメントの対象とし、適性があると考えられる人

材をアサインするなどの施策が必要となるだろう。

現役役員と役員候補をどう育成するのか
【補 論】

S U R V E Y  R E P O R T



未来の働き方を構想するコーン・フェリーの書籍

『Future of Work 人と組織の論点』

2023年11月23日に第12回G1経営者会議を開催します。

G1経営者会議2023
　「G1経営者会議」は、今年で第12回目の開催を迎える、経営層を

対象にしたカンファレンスです。毎年300名ほどの企業経営者が集結し、

時代の潮流を押さえたテーマで議論が交わされます。

　昨年は、「世界No.1を目指す経営」を統一テーマとし、経済産業大臣

西村康稔氏、ソニーグループシニアアドバイザー平井一夫氏、SOMPO

ホールディングスグループCEO櫻田謙悟氏などにご登壇いただきました。

　今年も各界の第一線で活躍するリーダーの方々にお越しいただく 

予定です。

　働き方の変化に企業はどう対応すべきか?　未来の働き方はどうな

るのか?　世界最大規模の組織・人事コンサルティング会社コーン・フェ

リーが、グローバルで蓄積したリーダーシップアセスメントや組織診断

等の豊富なデータから見えてきたこと、世界のトップ企業の先進的な取

り組みを紹介しながら、未来の働き方を構想しました。経営体制、雇

用形態、リーダー像、DE&I（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルー

ジョン）、エンゲージメント等、今知っておくべき「人と組織の論点」を

考察し、変化の荒波に備えるための手引書としてご活用ください。

Amazon
ページ

『Future of Work 人と組織の論点』
コーン・フェリー・ジャパン編
日経BP 日本経済新聞出版

※過去のセッションは知見録からご覧いただけます。

https://globis.jp/category/6
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